
「入間市地域公共交通協議会条例の一部を改正する条例」改正要旨  
１ 経緯   令和２年１１月２７日に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年
法律第５９号）の一部が改正され、「地域公共交通網形成計画」の用語が「地域公共

交通計画」に改められました。  
２ 改正の概要   地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正により、「地域公共交通網
形成計画」の用語が「地域公共交通計画」に改められたことから、「入間市地域公共

交通協議会条例」について、法令と整合するよう条文の整理を行うものです。  
３ 施行日   公布の日  資料１  


